
瀬戸市消防本部訓令第１号 

消防本部   

消  防  署   

瀬戸市液化石油ガス等の保安に関する事務処理規程（平成１３年瀬戸市

消防本部訓令第５号）の一部を次のとおり改正する。  

令和５年３月２７日 

瀬戸市消防長  勝 股 淳   

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法

律第１４９号。以下「液化石油ガス法」という

。）、高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０

４号）及び消防法（昭和２３年法律第１８６号

）の規定による液化石油ガス等に係る事務処理

について必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法

律第１４９号。以下「液化石油ガス法」という

。）及び高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２

０４号）並びに消防法（昭和２３年法律第１８

６号）の規定による液化石油ガス等に係る事務

処理について必要な事項を定めるものとする。 

（事務処理の区分） （事務処理の区分） 

第２条 消防長が行う事務を次のとおり定める。 第２条 消防長が行う事務を次のとおり定める。 

⑴ 液化石油ガス法第３６条第２項及び液化石

油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律施行規則（平成９年通商産業省令第１

１号）第５６条第２項に規定する意見書（以

下「意見書」という。）の交付 

⑴ 液化石油ガス法第３６条第２項及び液化石

油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律施行規則（平成９年通商産業省令第１

１号）第５６条第２項に定める意見書の作成 

⑵ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律施行令（昭和４３年政令第１

４号）第１１条及び高圧ガス保安法第７４条

第１項の規定による都道府県知事（以下「知

事」という。）からの通報の処理 

⑵ 液化石油ガス法第８７条第１項の規定によ

る経済産業大臣又は都道府県知事（以下「知

事等」という。）からの通報及び高圧ガス保

安法第７４条第１項の規定による都道府県知

事からの通報の処理 



⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

（意見書の交付） （意見書の交付） 

第３条 消防長は、液化石油ガス販売事業者から

意見書の交付について申請があったときは、意

見書交付簿に必要事項を記入のうえ、速やかに

当該申請に係る液化石油ガスの貯蔵施設又は特

定供給設備（以下この条において「貯蔵施設

等」という。）の設置計画の審査及び現地の調

査に着手しなければならない。 

第３条 消防長は、意見書交付申請書を受理した

ときは、意見書交付簿に必要事項を記入のう

え、当該計画の審査及び現地の調査を行う。 

２ 前項の審査及び現地の調査は、次に掲げる事

項について行うものとする。 

２ 前項の規定による計画の審査及び現地の調査

は、次に掲げる事項について行うものとする。 

 ⑴ 貯蔵施設等の位置、構造及び設備並びに液

化石油ガスの貯蔵又は供給の方法に関する事

項 

 ⑴ 位置、構造、設備及び貯蔵の方法に関する

事項 

 ⑵ 消防の用に供する設備に関する事項  ⑵ 消防用設備に関する事項 

 ⑶ ＜省略＞  ⑶ ＜省略＞ 

 ⑷ 防火管理その他火災予防上必要な事項  ⑷ 防火管理に関する事項 

 ⑸ その他公共の安全の維持又は災害の防止上

必要な事項 

 ⑸ その他公共の安全の維持又は災害の防火上

必要な事項 

第４条 消防長は、前条に規定する審査及び調査

が終了したときは、意見書を作成し、意見書交

付簿に必要事項を記入のうえ、当該意見書を遅

滞なく申請者に交付しなければならない。 

第４条 意見書が作成されたときは、意見書交付

簿に必要事項を記入のうえ、当該意見書を遅滞

なく申請者に交付しなければならない。 

（通報の処理） （通報の処理） 

第５条 消防長は、第２条第２号に規定する通報

（以下「通報」という。）を受理したときは、

消防署長にその情報を提供するとともに、消防

活動上の問題点について意見を求めることがで

きる。 

第５条 消防長は、第２条第２号に定める通報を

受理したときは、消防署長にその情報を提供を

するとともに、消防活動上の問題点について意

見を求めることができる。 

２ 消防長は、通報を受理した場合において、必

要と認めるときは、当該通報に係る液化石油ガ

スの貯蔵施設、特定供給設備又は充填設備（以

下「貯蔵施設等」という。）並びに高圧ガスの

製造のための施設若しくは貯蔵所又は特定高圧

２ 消防長は、前項の通報を受理したときは、当

該通報に係る関係施設の立入検査を行い、貯蔵

施設等が完成され、又は不備事項が是正される

までの間、随時中間指導を行うものとする。 



ガスの消費のための施設の立入検査を行うもの

とする。 

（必要な措置の要請等） （基準不適合の報告） 

第６条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の貯

蔵施設等又は販売若しくは充填の方法が液化石

油ガス法第１６条第１項、第１６条の２第１

項、第３７条若しくは第３７条の４第２項に定

める技術上の基準又は同法第１６条第２項で定

める基準若しくは同法第３７条の５第２項で定

める技術上の基準に適合していない場合におい

て、火災その他の災害の予防のため特に必要が

あると認めるときは、知事に対し必要な措置を

とるべきことを要請するものとする。 

第６条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の貯

蔵施設等が液化石油ガス法第１６条及び第１６

条の２に定める技術上の基準に適合していない

場合は、知事等に対し必要な措置をとるべきこ

とを要請することができる。 

 （基準についての意見の申出） 

第７条 消防長は、貯蔵施設の技術上の基準、販

売の方法の基準、供給設備(経済産業省令で定

める供給設備を含む。)の技術上の基準、消費

設備の技術上の基準、充てん設備の技術上の基

準又は充てん作業の技術上の基準の改善につい

て、消防庁長官に意見を申し出ることができ

る。 

 （政令で定める物質の届出の処理）  （政令で定める物質の届出の処理） 

第７条 消防長は、消防法第９条の３の規定によ

る届出を受理したときは、当該届出に係る関係

施設の立入検査を行い、その実態を確認すると

ともに、災害の予防について必要な指導に努め

なければならない。 

第８条 消防長は、消防法第９条の２の規定によ

る届出を受理したときは、当該届出に係る関係

施設の立入検査を行い、その実態を確認すると

ともに、災害の予防について必要な指導に努め

なければならない。 

 （施設台帳） 

第８条 ＜省略＞ 

 （施設台帳） 

第９条 ＜省略＞ 

 （事故報告） 

第９条 ＜省略＞ 

 （事故報告） 

第１０条 ＜省略＞ 

 （諸書類の様式） 

第１０条 ＜省略＞ 

 （諸書類の様式） 

第１１条 ＜省略＞ 

 （委任）  （委任） 



第１１条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 
  

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。  

 


